
救命救急センターの新しい充実段階評価（案）  平成ZO年3月31日  
厚生労働省医政局精密提  

求められる機能  ：書号   蛭間  実数零  こ 点数：  配点基準（試行用筆を托まえて調整予定）（その後も総年的に適宜見直す見込み）  憺考（脱監昧塵」言，装血走塵主よ地象虫た盟に過且嵐正蚤定）  

【                F    ぎ ＋  一般の救命救急センター  i 遠方夏で別の施設のないセント（※）     u H u  
・14人以上：＋5点  ・7人以上：＋5点  

ここでいう馴詫の医師奴は、滝週甫憾として勤摸しており、牧命数息センターにおいて睡蓮矧こ  
，上り来院した救急患者への外刃…吉舎顧と救命救急センター前床の入院忠相への診軌こ陰ろ芸務  

申従医師数  、5人以上  】コ  

【   tlO人以上：＋4点 ・6人以上：＋3点  ・3人以上  
の【トL、である医師は勃えない，  

・7人以上：＋5点  十5点  
2  1にしめる救急科軍門医奴  人  ・5人以上：＋4点  ＋4点  救急科叩門圧とは、日本救急医学会の吉己定すろtク），（救急医学会指導底・㍑定仮し含む）  

・2人以下：－2点   ト】人以下    －2点  

3  休日及び夜間招におけるセン  人  ・4人以上：＋3点   ・2人以上  ＋3点   休日及び夜間の救命救急センターにおける某拐を動揚の巾・L、と1‾る医師を放える。政忠搬送さ  

クーの医師数  ・2人以上：十1点   ・1人以上  十1点   れた荘症隠者への診偵を基本的には行わない庭師は含まない．  

・1の専従医であり、かつ、救急医学会指導医である：＋3点  

4  救命救急センター長の要件  
・1の専従医であり、かつ、救急医疲に探く関連する学会認定の指導伝など客観的に救急医    センター是が、英腹に救命救急センターにおける業軌こ日常的に朋与し1等任をLつ着でない墳  
療に関する指導者として評価を受けているか救急科専門医である。：＋1点  合は、－3点。  

・1の専従医でない。－3点  

5  l変節召i務作業補助者の有無  
・2・t時間常時、救命放念センター専従で確保されている，：＋3点  医師耶撲作業補助者の裳撲内容については、診漬報酬上の「隠師叫携作業紳助体制伽井の  

・救命救急センターに専従で確保されている。：＋2点  罪定要件を参照  
・転院り怯兼等の院内外の連覇を膵巡1一る弼筐輿を撒こセンターに野従で配駐してい    ここで言う「三唱並艮」とは、救命救急センターに俺達等により来航した一色者〃〕柄傾が一般病棟や  

」る。：十2点  他院での診療が可能な状他になった場合に、その愚者の転嫌や転院肇に係る洞蛙を行うことを  

6  転院・転煉の銅盤員の配旧  叩らの某紙とする者をいう。  
酎－る者を定めていない0＝‾5点  ℡槌音を題定L、台帳を適p‖こ℡理することが求められる．   

院台帳の兜剋等  
7 8  入 診根登録制腔への参加と伍己 評価   あり、こ九までの上ころ日本外働け一夕／くンク憶i真がj虔当するィ政埼〉救急センターで診班を行った  

AIS3以上ノ）外一拍をすべて近縁していろ場よ合に符正すな  酌 ここで言う「吉舎㍍丑紐制止」l■よ．救命放念底附こ係わろ疾心の金田的なデー一夕壁托ili■班・ソ）ことで  
・呼用の電話（ホットライン）があり、原nりとして妓初から医師が応答し、直ちに受入可否等の判  

「9  救命救急センターの消防l恕関 から搬送要吉汚を受ける電折節の  
断を行う体制になっている。：0点  

状況  ー・上記を満たさない。‥－5点  】  

・循環器疾址を紘う患者が搬送された時に、常時院内の  

10  でも院内にいる循環器医に相談できる体紳＝こなってい  ここで言う「堀田音詩匠」には、内科系か外‡I系かをrl胴フない，  

・上記を満たさない：－5点  
オンコールは含まない．  

・脳神経疾患を疑う他者が搬送された時に、脚祁完内の保持l俄医が、直接診察するか、いつ  
皿   でも院内にいる脳神経医に相談できる体制になっている。：0点  ここで雷う「脳神技医バこは、内粕系か外1斗系かを臣】わない。  

・上記を満たさない：－5点  
オンコールIi含まない．  

・整形外科的な診庶を必要とする患者が搬送された時に、常時院内の盤形外科医が、直接診  
12  整形外科疾患への診楯体制  察するか、いつでu隊形外科医に相談できる体制になっている。：0点  

・上記を満たさない：－5点  

・精神的疾虻を伴う患者が搬送された時に、常時院内の精神科医が、直接診察するか、いつ  
13   粕神科偏による診療体瀞l   でも相談できる体制になっている。：＋2点  

・平日日中のみ可能である。：0点  

ほ  
り卜児患者（患児）が搬送された時に、常時院内の小児  

14   
か、いつでも相談できる体制になっているとともに、小児  
鰭捕虐れている。：＋2点  る二次救急雛生紛こ必要な据具釘、う。  

・上記を満たさない。：0点  

・龍（婦人）科に閲する患者が搬送された特に、称呼院内の産（析人）科医が、直接診察する  
15  か、いつでも相談できる体制になっている。：十2点  

・可て日日中のみ可能である。：0点  

円  
移動粁壬鏑條が30nl以l勺であることをいう，  

1丁   
・常時、麻酔科の医臥手術室の看誠仰が院内で待機  

担  

18  院内避批にl娘】する会誠  ・並症他者への診療や、院内の遵携（こついての会議が半相伝に聞†ほされている。：＋2点    j訓釣堀卸湖什臥郡 

・日本医醸機能評価機構」SOによるl医療機能評仙こおいて認定を受けている。：＋2点  

・抗菌剤任叩に閲する統一した基準を救命救急センター内で定め、院内感染対節委員による  
病棟回診を遇に1回以上実施している。：＋2点  

・医妨押収・患者をテーマにした研修へ、救命救急センター専従医師・郡酎摘；すべて咋2回  
以上参加している。：＋2点  19  第三者による医療機能の評価               20  感染症の管理について                21 22  医折節敢献止への対応                        倫理委艮会の設置状況  」  ・救急題劇について‡J椀JF・ける倫理委只会が院内に設J遺さオtていない。ニー5点   

1  

－1－   



平成20年3月31日  

厚生労働省医政局指導課  救命救急センターの新しい充実段階評価（案）  

求められる機能：番号：  設問  英数等  ．点数．  配点基準（試行調査を踏まえて調整予定）（その後も綬年的に適宜見直す見込み）  備考（設風史意膿生、長美並定義主よ且姐確L；土る旦むために適宜捜正至宝）  

／       J    き I 一般の緻命枚急センター  j 遠方まで別の施設のないセンター（※）  
周知している。：＋5点   イの町従医の勤務負捌軽減及び医療安全の向上に資するための計画を笛定し、職員等に  成19iF12月28日厚生労l動祐1焉孜局た通知「「医師及び佑醗l射宗吼と耶一美職員等とのl弼等で          の役割分捜の椎匙について」を参照h’ろこと一  
t管理者等が 3の休日及び夜間の救命救急センターで診琉を行う医師の拗彷実態を把握  
し、かつ、労働韮灘髄令及び「医療機関における休月及び夜間勤務の適性化について（平成  
1」年3月19日厚生労働省労働韮封堕局長通知）」等が遵守されているかどうか、′l準英昭引こ点  

平成l▲1年3月19ロ厚生ガ†励省労触兆弼呵皮通知「し麦畑規肌二Jうけか休日及U用即W勅班）磁  
正化について」を参照すること  

● 23 24  医師の負秒怪減の体制 休日及び夜l粧勅預の適性化                          】 と 弓   ‖             検し改善を行っている。：＋4点 ・上記に加え、3の†本日及び夜間の救命救急センターで診醸を行う医師の軌執こついて、交 代制勤務を導入している。：さらに＋4点  管理者とは労l亜j誌11毎法の管理監督者を指 － ▼●● ・ ●●●  ■  （実旭を棺まえて進q帥）ま鳥】坦）  

救命救急センターを有する病院   ・500人以上：＋1点  弓救命救急センターを有す描院全†串＼柑勘トーククーか－や＼リコ”－も含む）に上って楯  

26  
u 人  

・1000人以上：＋1点    上（以後1000人相す－■とに＋1占） （以後500人相す‾■とに＋1点）  
（上限は5000人以上：＋5点まで）   i（上限は2500人以上二十5点まで）   偶酢蛸まえて 

鵬．▲＿▼▼【＿肝W軸  

27  救命救急センターの救急搬送  逆された人見を敬えろ⊃  Ⅷ  とともに 院外の委員会（MC協議会等）や院lノぅの委員会で応帯状況の改善等に向けて検討  「消6万機聞から〟）一竜岩山こよる飲急4取運受入要指Jには、坑1五度にカーカ、わ・〕ず、ホットラインヘの1キ  ㌍紺への対応  
を実施している。：＋7点   忠相送登浴すペてを含ひ。  

・対応記録か応諾吉串をどちらか一方でも記録していない∴－5点  性急楓送受入要言l！‖可放け、1救急搬送牒墨につき1何と敬えろ、  

′ ■・－   
【  らの連絡を受ける韓用竃謂があり、肢研から医師か看貫馴耐；寓言石を受け、対応記録を残し、  

25 応答までに要する時間の短縮や応需率などの改掛こ向けての対動こついて院内で検討を  
行っている。：＋3点   いるt拐今は3．蕉を應己点。ただし9で減．蕉の場合は0点、  

⊥む二‘7…況をヱ己組」：〔上土な止＿⊥＝ユ点】  

ここでけ、巽値として、当路センタmが特定の診療科や吉夢疏初雁に－択宿して診墟を行っていない  

29疾病の箱師によらない受入  

28  弓   ・救急外来にトリアージナースもしくはトリアージ医師が、去⊆本棚こ配置されている。∵十2点 了射五皿駕化する悪者を仰他にトリ7一ソナる左上して∴架院した全ての救急偲㈲こ適切で賃の高  

l  

・配叩⊥されてt■、ない あるいは 医師 看遮l怖以外が対応している・0・誓  い諮喋くが求められる。救急外来が力い施設は配忙しない⊃  

用電話で応答し．応答記録を姫僻している。：0点   30 救急外来のトリアージ機徒                             31㌘禦法詣託  
・上記を満たさない。：－3点   かごうか糾侃王苫していろ，（Bりヨ；に上る瓜朽生者放と整合性がJっること）  
き照覧聾至急競業㍑語学崇譜浩是認筑豊蒜漂諾需．誓要  
貢献している。：十3点  那道府柑二よる評価（粁遣照射から評l戯を子l｝ること、）  

・林道府県MC協読会もしくは地域MCt弘読会に相極的に参画している。：＋2点  
・概ね参画し、貢献しているが、より榔副勺な関与が川持される。：＋1点  
・参画、貢献が不十分：－3点  

（都道府県の評価）  

H 子l（附こよる評－  l 覗  ・当該センターの属する病院は、適切に消報を更新している。かつ人力状況について院内外   ・概ね良いが改距の余地がある。：＋l点   親システムヘの川和剰言（入力）を沈められていない和合は3ノミを占己．キ。  

・不適切：一3月   

34   棚瞞するウツタイン榔柵… u          P  

35  1。以．二かつ捌舶受入人軌。点  
・どちらかでも溝たさない：－5点  

（実丁脂を踏まえて韮仰の設定）  

薬剤投与受入人放と  
・救命救急センターもしくは救急外来で、臨床研修庭を作間8名（1鋸こつき3ケ月）以上受け  

・リi杏拠点柄院として認定されていない。：一5点  
・救‾・、急センターの別席医（1）に痺生労働省の実施するl〕レ【∧¶肝ほを終了した漕がい  

M   る。：十2点  

合計  

聖聖－一1  
0  

評価結果  

※ 巌寄りの救命救急センターまでに肛両で60分以上を要し、所管人L】が30万人兼ilよiの施言‘        没 （実態を踏まえて網膜）   

－2－   



救命救急センターの新しい充実段階評価（案）別表‘  

年間重篤患者数（平成19年1月～12月）  

一つの症例で複数の項目に該当する場合は、最も適切なもの二つのみを選択する。   

筋梗塞、急性心筋梗塞または緊急冠動脈カテーテル 

当・．▲・・l王l・・－■▼  

発性低体温症で臓器不全を呈する例   

理症例（1｝10を除く）   

液浄化療法施行例（1－10を除く）   

かれば入力してくださし  【背景人口】  

‾「   ▼【‾■  人  救急センターの所管人口  
口  を算定している場合は、その所管人口を施設数で割った人口とする。）  

（注）試行調査をふまえ、基準等の変更があり得る。  

（複数の施設で所管人  

町－   




